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中分類 物品管理関係書類

小分類〈名称）

保存期間 会5年(令和9年3月末）
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物品取得（払出・修繕）措置等請求書兼物品受領命令書く物品供用簿）
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′ 会計課 ．

発議日 令和3年半月 ノチ日 決議日 令和、ァ年￥月if日

担当部署

(総務部人事第一課給与第一係）

物品管理官 課長補佐 物品管理係長
予算管理
担当者

担当者 物品供用官
(庶務担当係長等）

担当者

(代行機関） 。
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下記の請求について、－

P

囮"契約等担当職員に必要な措置を請求し､措置後、

口物品を払い出し、 丑
SEAR1S又は田Kにより､受領命令してよろしい力も

ロ契約等担当職員に役務提供(修繕等)を請求してよろしい力も

下記のとおり物品の払出(役
務提供)を請求する。
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【担当部署作成欄】 【物品の取構 i又は役務の提供をした場合の会計課整理欄】

1請求物品等 5取得内君

品目･規格 数量
｡
科目 価格(説込） 規格【嗣求と異なる場合のみ配戦】

(1)
用紙(人事異動通知書用）

離蝋hﾉ乳･””ロ同等品不可
庁･鰯

ZJT←U

…垂1 内

(＠〃337 円）

(2)

口同等品不可
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庁・特
円

(＠ 円）

③

ロ同等品不可

庁・特
円

(＠ 円）

(4)

ロ同等品不可

庁・特
円

(＠ 円）

(5)

口同等品不可

庁・特
円

(＠ 円）

2用途(供用目的)又は現状(修繕内容)及び措置内容

経常事務に必要なため､物品の取得(払出)を請求す
るO ‐

6取得等の時期

令和3 年￥月ン〕日
■

7取得等の原因

Eイ 購入 口交換‘
口修繕 ロその他（ ）

3取得(修繕)を必要とする時期

令和3年6月18日

4場所 ､

当課(室)事務室内

物品管理宮殿
令和3年 (f月卒日

支出負担行為担当官
(官印省略）

本内容により､物品を取得等したので通知ずる。

物品供用官殿

上記の内容により､物品の受領を命ずる･

物品管理官（官印省略）

なお､即時に供用する物品及び記録省略物品を除き､物品供用簿へ登記する必要がある。



送 付 文 書

山中理司様

令和3年12月10日

大阪国税局

(官印省略）

下記のとおり送付します。 （担当）総務部総務課 情報公開窓口

記

・ 令和3年12月3日付大局総会（決）第149号行政文書開示決定通知書に基づき開

示する行政文書の写し ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1部

・ 行政文書の開示の実施方法等申出書控 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1部

以下余白


